
亀 山 市 告 示 第 １ ４ ６ 号  

 亀 山 市 ひ と り 親 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 実 施 要 綱 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ７ 月 １ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 ひ と り 親 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 要 領 （ 令 和

２ 年 ６ 月 １ ７ 日 付 け 子 発 ０ ６ １ ７ 第 １ 号 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局

長 通 知 ） に 基 づ き 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ る 子 育

て に 対 す る 負 担 の 増 加 、 収 入 の 減 少 等 に よ り 特 に 大 き な 困 難 が 心

身 等 に 生 じ て い る 子 育 て と 仕 事 を 一 人 で 担 う 低 所 得 の ひ と り 親 世

帯 を 支 援 す る た め に 実 施 す る 亀 山 市 ひ と り 親 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給

付 金 支 給 事 業 （ 以 下 「 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 」 と い う 。 ） の 実

施 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 「 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 」 と は 、

臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 に よ り 、 市 に よ っ て 贈 与 さ れ る 給 付 金 を

い う 。  

（ 支 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 対 象 者 （ 以 下 「 支 給 対

象 者 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。

た だ し 、 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 に 相 当 す る 給 付 金 の 支 給 を

既 に 市 以 外 の 地 方 公 共 団 体 （ 都 道 府 県 、 市 （ 特 別 区 を 含 む 。 ） 又

は 福 祉 事 務 所 を 管 理 す る 町 村 を い う 。 ） か ら 受 け て い る 者 を 除 く 。  

（ １ ） 令 和 ２ 年 ６ 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２ ３ ８

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に よ る 児 童 扶 養 手 当 （ 以 下 「 児 童 扶

養 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 を 受 け て い る 者 （ そ の 全 部 を 支 給 し



な い こ と と さ れ て い る 者 を 除 く 。 以 下 「 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 」

と い う 。 ）  

（ ２ ） 令 和 ２ 年 ６ 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 要 件 に 該 当 す る 者 （ 以

下 「 受 給 資 格 者 」 と い う 。 ） の う ち 、 法 第 １ ３ 条 の ２ の 規 定 に

よ り 児 童 扶 養 手 当 の 全 部 を 支 給 し な い こ と と さ れ て い る 者 （ 以

下 「 法 第 １ ３ 条 の ２ 支 給 停 止 者 」 と い う 。 ） 又 は 法 第 ６ 条 の 規

定 に よ る 市 長 の 認 定 を 受 け た 場 合 に は 法 第 １ ３ 条 の ２ の 規 定 に

よ り 児 童 扶 養 手 当 の 全 部 若 し く は 一 部 を 支 給 し な い こ と と な る

こ と が 想 定 さ れ る 者 で あ っ て 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 者 ご と に 、

平 成 ３ ０ 年 の 収 入 額 に つ い て 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す

者 （ 以 下 「 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 」 と い う 。 ）   

１  当 該 者 （ 法 第 ４ 条 第 １ 項

第 １ 号 ロ 又 は ニ に 該 当 し 、

か つ 、 母 が な い 児 童 、 同 項

第 ２ 号 ロ 又 は ニ に 該 当 し 、

か つ 、 父 が な い 児 童 そ の 他

児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 （ 昭

和 ３ ６ 年 政 令 第 ４ ０ ５ 号 ）

で 定 め る 児 童 の 養 育 者 を 除

く 。 ）  

法 第 ９ 条 第 １ 項 で 定 め る 児 童

扶 養 手 当 の 一 部 支 給 に 係 る 支

給 制 限 限 度 額 に 相 当 す る 収 入

額 未 満 （ 収 入 に は 、 当 該 者 が

非 課 税 の 公 的 年 金 給 付 等 を 受

給 し て い る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 受 給 額 を 含 み 、 当 該 者 が

母 で あ る 場 合 で あ っ て そ の 監

護 す る 児 童 が 父 か ら 当 該 児 童

の 養 育 に 必 要 な 費 用 の 支 払 を

受 け た と き 、 又 は 当 該 者 が 父

で あ る 場 合 で あ っ て そ の 監 護

し 、 か つ 、 こ れ と 生 計 を 同 じ

く す る 児 童 が 母 か ら 当 該 児 童

の 養 育 に 必 要 な 費 用 の 支 払 を

受 け た と き は 、 児 童 扶 養 手 当

法 施 行 令 第 ２ 条 の ４ 第 ６ 項 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 者

が 当 該 費 用 の 支 払 を 受 け た も

の と み な し て 、 収 入 の 額 を 計  



 算 す る も の と す る 。 ）  

２  当 該 者 （ １ に 規 定 す る 養

育 者 に 限 る 。 ）  

法 第 ９ 条 の ２ で 定 め る 児 童 扶

養 手 当 の 支 給 制 限 限 度 額 に 相  

当 す る 収 入 額 未 満 （ 収 入 に は 、

当 該 者 が 非 課 税 の 公 的 年 金 給

付 等 を 受 給 し て い る 場 合 に あ  

っ て は 、 そ の 受 給 額 を 含 む 。 ）

３  当 該 者 の 配 偶 者 又 は 当 該

者 が 父 若 し く は 母 で あ る 場

合 に あ っ て は 当 該 者 の 民 法  

（ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ）

第 ８ ７ ７ 条 第 １ 項 に 定 め る

扶 養 義 務 者 （ 以 下 「 扶 養 義

務 者 」 と い う 。 ） で 当 該 者

と 生 計 を 同 じ く す る 者 若 し

く は 当 該 者 が 養 育 者 で あ る

場 合 に あ っ て は 当 該 者 の 扶

養 義 務 者 で 当 該 者 の 生 計 を

維 持 す る 者  

法 第 １ ０ 条 又 は 第 １ １ 条 で 定

め る 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 制 限

限 度 額 に 相 当 す る 収 入 額 未 満

（ 収 入 に は 、 左 欄 に 掲 げ る 者

が 非 課 税 の 公 的 年 金 給 付 等 を  

受 給 し て い る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 受 給 額 を 含 む 。 ）  

（ ３ ） 申 請 時 点 に お い て 、 令 和 ２ 年 ６ 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 に 係 る 法

第 ６ 条 の 規 定 に よ る 市 長 の 認 定 を 受 け て い な い 受 給 資 格 者 （ 前

号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 又 は 法 第 ９ 条 か ら 第 １ １ 条 ま で の 規

定 に よ り 児 童 扶 養 手 当 の 全 部 を 支 給 し な い こ と と さ れ て い る 受

給 資 格 者 で あ っ て 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 受 け て

家 計 が 急 変 し 、 前 号 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 者 ご と に 、 急 変 後 １ 年

間 の 収 入 見 込 額 に つ い て 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 者 そ

の 他 前 ２ 号 に 規 定 す る 者 と 同 様 の 事 情 に あ る と 認 め ら れ る 者 （  

以 下 「 家 計 急 変 者 」 と い う 。 ）  

（ ４ ） 前 ３ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 は 、

支 給 対 象 者 が 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 場 合 に つ い て 、

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 者 に 対 し て 支 給 す る 。 た だ し 、 既 に 同 表 の



左 欄 に 掲 げ る 者 に 対 し て ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 が 支 給 さ

れ て い る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

児 童 扶 養 手 当 受 給 者 、 及 び 公

的年金給付等受給者（法第１３

条 の ２ 支 給 停 止 者 に 限 る 。 ）

で あ っ て 、 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

以 後 に 死 亡 し た 者 （ 当 該 者 が 、

当 該 者 に 対 す る ひ と り 親 世 帯

臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 が 決 定

さ れ る 日 ま で の 間 に 死 亡 し た

場 合 を 含 む 。 ）  

左 欄 に 掲 げ る 者 の 法 第 ４ 条 に

定める要件に該当する児童（以

下 「 監 護 等 児 童 」 と い う 。 ）

で あ っ た 者  

公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 （ 法 第

１ ３ 条 の ２ 支 給 停 止 者 を 除

く 。 ） で あ っ て 、 令 和 ２ 年 ６

月 １ ２ 日 以 後 に 死 亡 し た 者

（ 当 該 者 が 、 当 該 者 に 対 す る

ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金

の 支 給 が 決 定 さ れ る 日 ま で の

間 に 死 亡 し た 場 合 を 含 む 。 ）  

左 欄 に 掲 げ る 者 の 監 護 等 児 童

で あ っ た 者  

家 計 急 変 者 で あ っ て 、 ひ と り

親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 申 請

後 、 当 該 者 に 対 す る ひ と り 親

世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 が

決 定 さ れ る 日 ま で の 間 に 死 亡

し た 者  

左 欄 に 掲 げ る 者 の 監 護 等 児 童

で あ っ た 者  

（ ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 金 額 等 ）  

第 ４ 条  ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 金 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 と す る 。  

（ １ ） 基 本 給 付  ５ 万 円 （ 監 護 等 児 童 の 数 が ２ 以 上 で あ る 支 給 対 象

者 に あ っ て は 、 こ の 金 額 に 、 当 該 監 護 等 児 童 の 数 か ら １ を 減 じ

た 数 に ３ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た 金 額 ）  



（ ２ ） 追 加 給 付  ５ 万 円  

２  前 項 第 １ 号 の 基 本 給 付 （ 以 下 「 基 本 給 付 」 と い う 。 ） に あ っ て

は 支 給 対 象 者 に 対 し 、 同 項 第 ２ 号 の 追 加 給 付 （ 以 下 「 追 加 給 付 」

と い う 。 ） に あ っ て は 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 及 び 公 的 年 金 給 付 等 受

給 者 の う ち 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 受 け て 家 計 が 急

変 し 、 収 入 が 大 き く 減 少 し て い る と の 申 出 が あ っ た 者 に 対 し 、 そ

れ ぞ れ １ 回 に 限 り 支 給 す る 。  

（ 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 基 本 給 付 の 支 給 の 申 込 み 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 し 、 基 本 給 付 の 支 給 の 申

込 み を 行 う 。  

２  児 童 扶 養 手 当 受 給 者 は 、 前 項 の 申 込 み を 受 け た 際 、 基 本 給 付 の

受 給 の 拒 否 を 届 け 出 る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 令 和 ２ 年 ８ 月 ７ 日 ま で に 前 項 の 届 出 が な い と き は 、 速

や か に 当 該 届 出 を 行 わ な か っ た 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 係 る 基 本 給

付 の 支 給 を 決 定 し 、 当 該 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 し 、 基 本 給 付 を

支 給 す る 。  

（ 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 基 本 給 付 の 支 給 の 方 法 ）  

第 ６ 条  児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 基 本 給 付 の 支 給 は 、 令 和 ２ 年

６ 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 振 込 時 に お け る 指 定 口 座 （ 前 条 第 ３ 項 の 規

定 に よ る 支 給 の 決 定 前 に 、 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 が 令 和 ２ 年 ６ 月 分

の 児 童 扶 養 手 当 振 込 時 に お け る 指 定 口 座 の 変 更 の 届 出 を 市 長 に 提

出 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 届 出 を 受 け た 指 定 口 座 。 第 １ ４ 条 第

２ 項 に お い て 同 じ 。 ） に 振 り 込 む 方 法 に よ り 行 う 。 た だ し 、 市 長

が 口 座 振 込 の 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 及 び 家 計 急 変 者 に 対 す る 基 本 給 付 に 係 る

申 請 受 付 開 始 日 及 び 申 請 期 限 ）  

第 ７ 条  公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 及 び 家 計 急 変 者 に 対 し て 支 給 す る 基

本 給 付 に 係 る 申 請 （ 次 項 に お い て 単 に 「 申 請 」 と い う 。 ） の 受 付

開 始 日 は 、 令 和 ２ 年 ８ 月 １ 日 と す る 。  

２  申 請 の 期 限 は 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ８ 日



と す る 。  

（ 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 及 び 家 計 急 変 者 に 対 す る 基 本 給 付 に 係 る

申 請 及 び 支 給 の 方 法 ）  

第 ８ 条  公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 及 び 家 計 急 変 者 に 対 す る 基 本 給 付 の

支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 基 本 給 付 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、

ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 基 本 給 付 申 請 書 （ 請 求 書 ） （ 様 式 第

１ 号 ） に よ り 申 請 を 行 う 。  

２  基 本 給 付 申 請 者 に 対 す る 基 本 給 付 の 支 給 は 、 基 本 給 付 申 請 者 か

ら 指 定 さ れ た 金 融 機 関 の 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 た だ し 、 市 長 が 口 座 振 込 の 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 戸 籍 謄 本 並 び に 簡 易 な

収 入 額 の 申 立 書 及 び 給 与 明 細 書 、 公 的 年 金 証 書 等 の 所 得 を 証 明 す

る 書 類 等 を 提 出 さ せ る こ と 等 に よ り 、 当 該 基 本 給 付 申 請 者 が 支 給

対 象 者 に 該 当 す る 者 で あ る か に つ い て 確 認 を 行 う も の と す る 。  

４  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 必 要 に 応 じ て 、 運 転 免

許 証 、 健 康 保 険 証 、 個 人 番 号 カ ー ド 等 の 写 し （ 以 下 「 本 人 確 認 書

類 」 と い う 。 ） を 提 出 さ せ る こ と に よ り 、 当 該 基 本 給 付 申 請 者 の

本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

（ 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 及 び 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 に 対 す る 追 加 給

付 に 係 る 申 請 受 付 開 始 日 及 び 申 請 期 限 ）  

第 ９ 条  児 童 扶 養 手 当 受 給 者 及 び 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 に 対 し て 支  

給 す る 追 加 給 付 に 係 る 申 請 （ 次 項 に お い て 単 に 「 申 請 」 と い う 。 ）  

の 受 付 開 始 日 は 、 令 和 ２ 年 ８ 月 １ 日 と す る 。  

２  申 請 の 期 限 は 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ８ 日

と す る 。  

（ 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 及 び 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 に 対 す る 追 加 給

付 に 係 る 申 請 及 び 支 給 の 方 法 ）  

第 １ ０ 条  児 童 扶 養 手 当 受 給 者 及 び 公 的 年 金 給 付 等 受 給 者 に 対 す る

追 加 給 付 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 追 加 給 付 申 請 者 」 と



い う 。 ） は 、 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 追 加 給 付 申 請 書 （ 請 求

書 ） （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 申 請 を 行 う 。  

２  追 加 給 付 申 請 者 に 対 す る 追 加 給 付 の 支 給 は 、 追 加 給 付 申 請 者 か

ら 指 定 さ れ た 金 融 機 関 の 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 た だ し 、 市 長 が 口 座 振 込 の 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 第 １ 項 の 申 請 書 の 内 容

等 に よ り 、 当 該 追 加 給 付 申 請 者 が 支 給 対 象 者 に 該 当 す る 者 で あ る

か 等 に つ い て 確 認 を 行 う も の と す る 。  

４  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 本 人 確 認 書 類 を 提 出 さ

せ る こ と に よ り 、 当 該 追 加 給 付 申 請 者 の 本 人 確 認 を 行 う も の と す

る 。  

（ 代 理 に よ る 申 請 ）  

第 １ １ 条  代 理 に よ り 第 ８ 条 第 １ 項 及 び 前 条 第 １ 項 の 申 請 を 行 う こ

と が で き る 者 は 、 当 該 申 請 者 の 指 定 し た 者 で あ る と 認 め ら れ る 者

そ の 他 市 長 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 適 当 と 認 め る 者 と す る 。  

（ 基 本 給 付 申 請 者 及 び 追 加 給 付 申 請 者 に 対 す る 支 給 の 決 定 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 第 ８ 条 第 １ 項 又 は 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

提 出 さ れ た 申 請 書 （ 第 １ ４ 条 第 ３ 項 に お い て 単 に 「 申 請 書 」 と い

う 。 ） を 受 理 し た と き は 、 速 や か に 内 容 を 確 認 し 、 適 当 と 認 め た

と き は 、 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 を 決 定 し 、 当 該 基 本

給 付 申 請 者 及 び 追 加 給 付 申 請 者 に 対 し 、 こ れ を 支 給 す る 。  

（ ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 等 に 関 す る 周 知 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 支 給

対 象 者 及 び 監 護 等 児 童 の 要 件 、 申 請 の 方 法 、 申 請 受 付 開 始 日 等 の

事 業 の 概 要 に つ い て 、 住 民 へ の 周 知 を 行 う も の と す る 。  

（ 申 請 が 行 わ れ な か っ た 場 合 等 の 取 扱 い ）  

第 １ ４ 条  前 条 の 規 定 に よ る 周 知 を 行 っ た に も か か わ ら ず 、 基 本 給

付 申 請 者 及 び 追 加 給 付 申 請 者 か ら 第 ７ 条 第 ２ 項 及 び 第 ９ 条 第 ２ 項

の 申 請 の 期 限 ま で に 第 ８ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 申 請 が 行



わ れ な か っ た 場 合 、 当 該 基 本 給 付 申 請 者 及 び 追 加 給 付 申 請 者 が ひ

と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と を 辞 退 し た も の と

み な す 。  

２  第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 支 給 決 定 を 行 っ た 後 、 ひ と り 親 世 帯

臨 時 特 別 給 付 金 を 支 給 す る た め に 、 令 和 ２ 年 ６ 月 分 の 児 童 扶 養 手

当 振 込 時 に お け る 指 定 口 座 に 振 込 み を 行 う 手 続 を 行 っ た に も か か

わ ら ず 、 当 該 口 座 の 解 約 、 変 更 等 に よ り 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ８ 日 ま で

に 振 込 み が で き な い 場 合 は 、 当 該 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

３  第 １ ２ 条 の 規 定 に よ る 支 給 の 決 定 を 行 っ た 後 、 申 請 書 に 不 備 が

あ る こ と に よ り 振 込 み が で き な い た め に 市 長 が 申 請 者 に 当 該 申 請

書 の 補 正 を 命 じ た に も か か わ ら ず 補 正 が 行 わ れ な か っ た こ と そ の

他 申 請 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ま で に 支

給 が 完 了 で き な い 場 合 は 、 当 該 申 請 は 取 り 下 げ ら れ た も の と み な

す 。  

（ 不 当 利 得 の 返 還 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け た 後

に 支 給 対 象 者 の 要 件 に 該 当 し な く な っ た 者 又 は 偽 り そ の 他 不 正 の

手 段 に よ り ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け た 者 に 対 し 、

支 給 を 行 っ た ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 返 還 を 求 め る 。  

（ 受 給 権 の 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ ６ 条  ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 譲

り 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ７ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業

の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  



年 月 日

※

※

令和２年５月31日時点で児童扶養手当の支給要件に該当する児童について記載してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※

※ 18歳到達後最初の３月31日が令和３年３月31日以降である児童又は令和２年６月時点において障害の状態にある20歳未満の者が対象です。

※

同居する配偶者又は生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は記入してください。

※

※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「２．監護等児童」に記入された児童の人数になります。

※

様式第１号（第８条関係）

（その１）

亀山市長様

有　・　無

円

（次ページも必ずご確認ください。）

ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付申請書（請求書）　

３．配偶者及び扶養義務者

配偶者/扶養義務者 氏　　　　　名 公的年金
受給の有無

「監護等」とは、児童扶養手当の受給資格者が母の場合には監護すること、父の場合には監護し、かつ生計を同じくすること、養育者の場合には養育す
ることをいいます。

配偶者 有　・　無

「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第１項に定める障害の状態をいいます。申請時点において、障害の状態にある者で、18歳到達後最初の３月
31日を経過し、かつ20歳未満である者については、障害の状態を確認するため、特別児童扶養手当証書等を添付してください。

扶養義務者

扶養義務者 有　・　無

扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている（又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している）申請者の父母、祖父母、子、孫等
の直系血族をいいます。

４．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額

1

3

2

性別Ｎｏ．
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続柄

１．申請・請求者 記入日

「公的年金」とは、「遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金及び遺族共済年金を含む。）」、「老齢年金（老齢基礎年金、老齢厚生年金及び退職共済年
金を含む。）」、「障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金を含む。）」、「母子年金」、「恩給」等をいいます。

「受けることができる」とは、現に受けているとき、申請中であるとき又は申請すれば受けることができる状態にあるときをいいます。

２．監護等児童

＊記名押印に代えて署名することができます。

障害の
有無

生 年 月 日
同居・
別居の

別
住所（別居の場合のみ記入）

氏　　　　　名

児童の父又は母の死亡による遺族補償の受給状況

受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　）
支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　）
受けることができない

基礎年金番号
年金コード

公 的 年 金 受 給 状 況

受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　）

令和　　年　　　月　　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

㊞
電話　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

5

4

申請額・請求額は、対象児童数が１人の場合は50,000円、対象児童数が２人以上の場合は２人目以降の対象児童１人につき30,000円を加算した額となり
ます。（例）対象児童数３人の場合　：　50,000円　＋　（30,000円　×　２人）　＝　110,000円

支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　）
受けることができない

公的年金給付等受給者用

□
□
□

□
□
□

裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

亀山市

受付印



※

※ 「遺棄」とは、父または母が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合をいいます。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

□ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

※「申請・請求者」名義に限る。
　　 ※通帳の表記に合わせてください。1.銀行

2.金庫
3.信組
4.信連

６．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入してください。）

□ 父または母が引き続き１年以上遺棄している児童

□

1普通
2当座

5.農協
6.漁協
7.信漁連

５．児童扶養手当の支給要件（令和２年６月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているかについて確認するため、
　　　以下のいずれかに該当する児童を監護等しているかについて、該当する項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）
　　　※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。

支給要件

□ 父母が婚姻（法律婚）を解消した児童

□ 父母が婚姻（事実婚）を解消した児童

□ 父または母がＤＶ被害に関する保護命令を受けた児童

□ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童

父または母が障害の状態にある児童

□ 父または母の生死が明らかでない児童

□

父または母が死亡した児童

□

「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第２項に定める障害の状態をいいます。「父または母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請される
場合は、障害の状態を確認するため、障害年金に係る年金証書等を添付してください。

□
都道府県等が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和
３年２月28日までに、都道府県等が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに同意しま
す。

□
給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないこと
が判明した場合には、給付金を返還します。

□ 　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

【誓約・同意事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

□ ひとり親世帯臨時特別給付金（以下「給付金」という。）の支給要件に該当します。

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）

金融機関コード 支店コード

この申請書は、都道府県等において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

本・支店
本・支所
出張所

□ 既に他の都道府県等で給付金を受給していた場合には、給付金を返還します。

□
給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、都道府県等が必要な住民基本台帳情報、税情報や公的年金情報
等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

□ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。



『ひとり親世帯臨時特別給付金　申請書（請求書）　【基本給付】』（本書）

※必要事項をご記入ください。

『申請者・請求者本人確認書類』

※

『受取口座を確認できる書類』

※

『児童扶養手当の支給要件を確認できる書類』

※

『簡易な収入（所得）額の申立書』

※申立てを行う収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。

戸籍謄本又は抄本をご用意ください（既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要
です。）。（「２．監護等児童」及び「５．児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、確
認するための書類を添付してください。）

提出書類

申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コ
ピー）をご用意ください。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し（コ
ピー）をご用意ください。



年 月 日

※

※

申請時点において、児童扶養手当の支給要件に該当する児童について記載してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※

※ 18歳到達後最初の３月31日が令和３年３月31日以降である児童又は申請時点において障害の状態にある20歳未満の者が対象です。

※

同居する配偶者又は生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は記入してください。

※

※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「２．監護等児童」に記入された児童の人数になります。

※

様式第１号（第８条関係）

（その２）

亀山市長様

□

「公的年金」とは、「遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金及び遺族共済年金を含む。）」、「老齢年金（老齢基礎年金、老齢厚生年金及び退職共済年
金を含む。）」、「障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金を含む。）」、「母子年金」、「恩給」等をいいます。

「受けることができる」とは、現に受けているとき、申請中であるとき又は申請すれば受けることができる状態にあるときをいいます。

２．監護等児童

Ｎｏ．
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続柄 性別
障害の
有無

生 年 月 日
同居・
別居の

別
住所（別居の場合のみ記入）

氏　　　　　名

2

1

家計急変者用

裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

１．申請・請求者 記入日 令和　　年　　　月　　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）

ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付申請書（請求書）　

氏　　　　　名

㊞
電話　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

4

3

受けることができない

配偶者 有　・　無

扶養義務者 有　・　無

３．配偶者及び扶養義務者

配偶者/扶養義務者 氏　　　　　名 公的年金
受給の有無

5

「監護等」とは、児童扶養手当の受給資格者が母の場合には監護すること、父の場合には監護し、かつ生計を同じくすること、養育者の場合には養育す
ることをいいます。

「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第１項に定める障害の状態をいいます。申請時点において、障害の状態にある者で、18歳到達後最初の３
月31日を経過し、かつ20歳未満である者については、障害の状態を確認するため、特別児童扶養手当証書等を添付してください。

扶養義務者 有　・　無

扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている（又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している）申請者の父母、祖父母、子、孫等
の直系血族をいいます。

４．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額 円

（次ページも必ずご確認ください。）

申請額・請求額は、対象児童数が１人の場合は50,000円、対象児童数が２人以上の場合は２人目以降の対象児童１人につき30,000円を加算した額とな
ります。（例）対象児童数３人の場合　：　50,000円　＋　（30,000円　×　２人）　＝　110,000円

□ 受けることができない

＊記名押印に代えて署名することができます。

公 的 年 金 受 給 状 況 基礎年金番号
年金コード

児童の父又は母の死亡による遺族補償の受給状況

受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　） □ 受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　）
支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　） □ 支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　）

□

□

亀山市

受付印



　

※

※ 「遺棄」とは、父または母が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合をいいます。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

□ 父母が婚姻（事実婚）を解消した児童

□ 父または母が死亡した児童

□ 父または母が障害の状態にある児童

５．児童扶養手当の支給要件（申請時点において児童扶養手当の支給要件に該当しているかについて確認するため、
　　　以下のいずれかに該当する児童を監護等しているかについて、該当する項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）
　　　※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。

支給要件

□ 父母が婚姻（法律婚）を解消した児童

□ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童

□ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

６．受取方法

　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

□ 父または母の生死が明らかでない児童

□ 父または母が引き続き１年以上遺棄している児童

□ 父または母がＤＶ被害に関する保護命令を受けた児童

「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第２項に定める障害の状態をいいます。「父または母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請され
る場合は、障害の状態を確認するため、障害年金に係る年金証書等を添付してください。

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）
※「申請・請求者」名義に限る。

　　 ※通帳の表記に合わせてください。1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

□
給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないこ
とが判明した場合には、給付金を返還します。

□ 既に他の都道府県等で給付金を受給していた場合には、給付金を返還します。

□ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

□ この申請書は、都道府県等において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

□
都道府県等が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令
和３年２月28日までに、都道府県等が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに同意し
ます。

【誓約・同意事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

□ ひとり親世帯臨時特別給付金（以下「給付金」という。）の支給要件に該当します。

□
給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、都道府県等が必要な住民基本台帳情報、税情報や公的年金情報
等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

金融機関コード 支店コード

1普通
2当座



『ひとり親世帯臨時特別給付金　申請書（請求書）　【基本給付】』（本書）

※必要事項をご記入ください。

『申請者・請求者本人確認書類』

※

『受取口座を確認できる書類』

※

『児童扶養手当の支給要件を確認できる書類』

※

『簡易な収入（所得）見込額の申立書』

※申立てを行う収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。

戸籍謄本又は抄本をご用意ください（既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不
要です。）。（「２．監護等児童」及び「５．児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、
確認するための書類を添付してください。）

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し（コ
ピー）をご用意ください。

提出書類

申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コ
ピー）をご用意ください。



年 月 日

＊記名押印に代えて署名することができます。

申　　　立　　　て
（下記チェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少しました。

□
給付金の給付後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明し
た場合には、給付金を返還します。

【誓約・同意事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

□
本給付はひとり親世帯臨時特別給付金（以下「給付金」という。）（基本給付）の支給要件を満たし、過去に同じ給付（給
付金（追加給付））を受けたことがない者に限り、支給するものです。

□
本給付は給付金（基本給付）の支給口座に支給いたします。なお、転居等に伴い給付金（基本給付）の支給を行った都
道府県等とは異なる都道府県等において給付金（追加給付）の支給を行う場合は、別途支給方法について確認の上、
支給します。

□
都道府県等が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令
和３年２月28日までに、都道府県等が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに同意し
ます。

□

（注１） 本給付は新型コロナウイルス感染症に起因して、令和２年２月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必
要となり働く時間が減少したなどの影響があった場合に申請ができます。

当該申請内容を確認するため、都道府県等が必要な住民基本台帳情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の
提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。なお、公簿等で確認を行うこととした際に、公簿等で確認
できない場合は、関係書類の提出を行います。

（注２） 上記の申請内容及び申立て内容を確認できる書類について、この申請書を提出する際の提示（又は提出）は必要ありません。ただし、
申請日から５年間は、申請内容に疑義が生じた等の場合に、給与明細書の控えなど、収入が減少したことを示す書類の提示又は提出
を求めることがありますので、求められた場合に当該書類を提示（又は提出）できるようにしておいて下さい。

様式第２号（第１０条関係）

記入日

【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

亀山市長様

（注３） この申請書は、都道府県等において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

ひとり親世帯臨時特別給付金追加給付申請書（請求書）

令和　　年　　　月　　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

㊞
電話　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

【注意事項】

亀山市

受付印


